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お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。 
□問 企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 
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墓地の適正な管理を 
　町営墓地において、ごみが散

乱したり、雑草が繁茂している

区画が見受けられます。使用

区画内の掃除や除草は、各使

用者で行い、お花やお供え物は、

必ず持ち帰りましょう。 

　また、使用権を継承するときや、

墓じまいをしたときは、速やかに

届出をしてください。 

c環境経済課　蕁388‐1114

 
 
○藤田 力さん（東陽町） 
・カメラ用三脚（日本製1台、

ドイツ製2台）計3台 

・救助工具　レスキュースリム1セット 

・双眼鏡　9台 

○岩田商事合名会社（天王町） 
・マスク200枚 

　町では、ご趣旨に沿うよう活

用させていただきます。 

11月15日（日）は、家庭の日です。

心豊かな明るい家庭づくりを

しましょう。 

【今月のテーマ】 
野や山に出かけ、 

自然に親しみましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

　いつまでもおいしく、楽しく

食事を取るためには、毎日の

歯磨き、定期的な歯科健診

を受けることが大切です。 

　また、口腔機能を保つこと

は介護予防や認知症予防

にも効果があります。 

　「いい歯の日」をきっかけ

に歯と口の健康づくりを考え

てみましょう。 

　町では後期高齢者医療

保険加入者の方を対象とし

た「はしま・さわやか口腔健診」

を実施しています。実施期

間は12月31日までです。対象

の方はぜひ受診しましょう。

詳しくは7月下旬にお送りし

た受診券をご覧ください。 

11月8日は「いい歯の日」 

お断り 

　新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、本紙掲載の

行事や事業を中止する可能

性があります。 

　町ホームページにて最新

の情報を掲載していますので、

お出かけの際は事前にご確

認ください。また、イベント参

加時などはマスク着用や検

温など、感染症予

防にご協力くだ

さい。 

c総務課　蕁388‐1111

c環境経済課　蕁388‐1114

　町では、災害が起こった時に避難の支援
を必要とする方（要支援者）の名簿を作成し、
自主防災会（町内会）などの避難支援機関
への情報提供に同意された要支援者の名
簿を提供しています。 
　避難支援機関は要支援者の避難のサポー
トや安否確認に名簿を活用し、地域防災力
の向上を図っています。 

　近隣に避難支援が必要だと思われる方
がいる場合は、平時から声掛けなどを行って
お互いに顔がみえる関係を築くなど、地域の
中で「見守り」「助け合い」を行いましょう。 

名簿の登録対象者 
①要介護認定者（要介護度3・4・5） 
②独居高齢者の方（65歳以上） 
③高齢者世帯の方（65歳以上の高齢者の

み世帯） 
④身体障害者手帳所持の方（身体障がい者
「1級」または「2級」） 

⑤療育手帳所持の方（知的障がい者「A1」
または「A2」） 

⑥精神障害者保健福祉手帳所持の方（1級） 
 
名簿の登録方法 
　総務課に「笠松町避難行
動要支援者登録届出書」（町
ホームページからダウンロード
可能）をご提出ください。 

　町では、「不法投棄やルール違反」が多い
ごみ集積所に監視カメラを設置しています。 
　今回は、高画質な監視カメラが捉えたルール
違反を紹介します。 

ごみ出し時間のルール違反 
　夜間排出が多く見
受けられました。 
　ごみ出し時間を守
らないと、カラス被害
を受けたり、放火され
る危険もあります。 

●ごみ出しは、必ず時間（当日朝7時～8時）
を守りましょう。 

一時多量ごみや事業系ごみ 
　引っ越しなどの一時多量ごみや、事業系ご
みは町内の集積所に出せません。 
●町の許可業者に処理を依頼してください。 

　不法投棄は犯罪で
す。5年以下の懲役、
もしくは1,000万円以
下の罰金に処せられ
ることがあります。 

　この案件は、写っていた車のナンバーから
警察の協力を得て廃棄者の特定ができ、指
導することが出来ました。 
　もしも、不法投棄を見つけたときは車のナン
バーを控えるなど、ご協力ください。 
●燃える大型ごみや金物ガレキを出す時は「資

源とごみのカレンダー」をご覧いただき、ご不
明点は、環境経済課へお問合せください。 

ごみ出しのルールを守り、清潔で美しいまち
づくりを目指しましょう。 

▲制度詳細はこちら 

お　願　い 寄　　　贈 

知ろう　備えよう 

防災対策 
避難行動要支援者制度のご案内 

ごみを 
減らしましょう 

監視カメラが見た！ルール違反！ 

町からのお知らせ コラム 

～あなたの力を消防団に～ 

消防団員募集 
女性団員も活躍中 

【問合先】総務課　蕁388‐1111
羽島郡笠松町中野 

☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和2年11月号 
第1122号 20 令和2年11月号 

第1122号 21


